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公明党山形県本部 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

  



① 医療従事者や福祉介護従事者等に対するＰＣＲ検査の実施と必要な感染予

防策を講じ、感染拡大に備え必要な人材を確保すること。また、重篤患者や

増加する患者に対応した十分な医療資源を確保すること。 

② 医療従事者に対して特別手当（危険手当・防疫手当）等を増額して支給する

こと。また、帰宅せず対応に当っている医療従事者等のホテルを活用した宿

泊場所の確保と当該者に対し必要に応じて宿泊費を支給すること。 

③ 医療崩壊防止と罹患者の安全確保のため、無症状者や軽症者の療養について

は、宿泊療法を原則とし、医療専門者における健康管理（パルスオキシメー

ターを活用し集中的に管理）を行うこと。 

④ 妊産婦の就労について法的に制限はないものの、働くことへの心配があり、

企業や事業所(者)に対し一定期間休職することへの協力と理解促進を求め

ること。 

⑤ ＳＮＳ等を中心とした心ない発言や中傷、差別的な書き込み防止対策を講じ

ること。また、ネット上に氾濫する誤った情報を把握し、必要に応じ勧告や

指導を行うこと。 

⑥ 特別定額給付金１０万円の支援制度等を悪用する電話やメール等を通じて

の特殊詐欺被害を防止すること。 

⑦ 自粛要請で増加するＤＶ や児童虐待やネグレクトの被害者等に対して、多

様な（電話・メール・チャット）相談窓口が開設していることを周知するこ

と。また、被害者の一時保護施設を十分に確保し、受け入れ期間については

延長も含め柔軟に対応すること。 

⑧ 大規模自然災害時等の避難所開設に際し、具体的な感染症対策を策定し広く

県民に周知すること。 

  



⑨ 国・県が実施する支援策制度の周知について、制度内容や申請方法等を分か

りやすく提示し、手続きがスムーズに行えるよう努めること。また、支援制

度利用に関するワンストップ相談窓口を拡充し、電話回線の増設とスタッフ

の拡充を行うこと。 

⑩ 感染拡大防止のため自主的に営業自粛休業を行う三密の恐れがある事業者

に対し補償制度（緊急経営改善支援金等）の適用拡大を行うこと。また期間

延長の判断や、長期的な支援制度については丁寧に県民に周知すること。 

⑪ イベント等の開催ができないことにより、収入の道が閉ざされている芸術文

化関係者に対しクラウドファンディングを活用した支援策の企画と運営事

業の創設を検討すること。 

⑫ サクランボや牛肉を始めとする主要農畜産物への影響が懸念される。関係機

関と連携し販路確保と県民挙げて応援する消費運動の機運醸成を図ること。 


